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地域リハビリテーションの推進
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地域リハビリテーション支援拠点事業業務・受託事業所

（１） 川崎協同病院

（２） 総合川崎臨港病院

（３） 介護老人保健施設千の風・川崎

（４） 介護老人保健施設たかつ

（５） 介護老人保健施設ゆい

（６） 介護老人保健施設樹の丘

（７） 老人保健施設レストア川崎

（８） 介護老人保健施設よみうりランドケアセンター

（９） 介護老人保健施設虹が丘リハビリケアセンター

（１０） たま日吉台病院

（１１） 麻生リハビリ総合病院
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地域リハビリテーション支援拠点のご案内
（川崎市委託事業）

事業概要 ケアマネジャー等からの相談に応じ、リハビリ専門職がサービスに関する調整等を支援します。

支援方法 ○利用者宅への訪問 ○カンファレンスへの同席 ○事業所等への訪問

支援内容（例） 以下に関する相談への助言・提案 （概ね３か月程度支援します）
○身体・認知機能や生活環境 ○医療面
○介護サービス・ケアの方法 ○福祉用具・住宅改修

利用手続き １．地域リハビリテーション支援・申込書を記入し、ＦＡＸやメールで送信
（お申込前にお電話でのご相談もお受けしています）

２．お電話により、相談内容の詳細を伺った上で、訪問・カンファレンス等の日程を調整

３．リハビリ専門職が相談に応じながら助言・提案 利用料無料 契約手続き不要

ケアマネジャー・地域包括支援センター 地域リハビリテーション支援拠点

上記に限らず、施設などの介護事業者や医療機関の方からのご相談もお受けしています。
まずはお気軽にご相談ください。

（申込・問合せ先は裏面）

たとえばこんな時・・・

腰痛のため外出が減ってきていて、このままでは心配。
デイサービスなどどの程度の活動なら問題がないか…

退院されて、前よりも体が動かず介護量が増えている。
ヘルパーの負担を減らすにはどうするべきか…

歩行が不安定になって転倒することが増えている。
どんな福祉用具が必要か…

家の中で転倒しないようにする工夫や
手すり、歩行器などのご相談にのります。

お体の状態を確認して、痛みの少ない姿勢や
無理ない範囲の活動などを提案します。

介助する際に、ヘルパーが気を付けると
よいポイントについて助言します。

（令和6年6月10日発行）
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ケアマネジメント支援の流れ
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地域リハビリテーション支援拠点と連携した際の加算について

〇介護予防ケアマネジメント費 地域リハビリテーション連携加算
居宅介護支援事業所と地域包括支援センターが算定可能

単位数：１５０単位（地域包括支援センター）
１２０単位（居宅介護支援事業所）

〇生活機能向上連携加算
介護サービス事業所（介護予防訪問サービス、介護予防短時間通所サービス、

介護予防通所サービス、居宅介護サービス事業所が算定可能

単位数：１００～３５０単位

地域リハビリテーション支援拠点と連携した際、加算を算定できる場合があります。
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事例紹介
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ホームページのご案内

川崎市トップページ → くらし・総合 → 高齢者福祉・介護 → 地域包括ケアシステムの構築に向けて
→ 川崎市地域リハビリテーション支援拠点のご案内


